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（別 紙） 

諮問庁 世田谷区長 保坂 展人         

諮問日 令和４年７月２０日      

諮 問 番 号  諮 問 第 １ ３ １ 号 

  

答申書 

 

 答申日 令和５年６月２０日 

 

 

 審査庁 

  世田谷区長 保坂 展人 殿 

 

世田谷区行政不服審査会 

 

上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答申する。 

 

 

 

第１ 結論 

  諮問第１３１号案件「個人情報等一部開示決定処分（令和４年３月１１日

付第１２４号）」について、一部開示とした決定は妥当である。 

 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

  本件は、世田谷区長（処分庁）が世田谷区個人情報保護条例（以下「条例」

という。）第２４条第１項に基づき、審査請求人（以下「請求人」という。）

に対して令和４年３月１１日付けで行った個人情報等一部開示決定処分

（第１２４号）（以下「本件処分」という。）の一部（以下「本件審査請求対

象部分」という。）非開示の取消しを求める事案である。 

 

２ 手続の特記事項 

  条例に基づく開示決定等に対する審査請求については、条例第４３条第

１項により行政不服審査法第９条第１項の適用を除外することから、本件

においても審理員による審理手続を省略した。 
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第３ 事実関係 

１ 関係法令等の定め（本件処分に係る根拠法令等） 

 条例第２１条は、「実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に 係

る保有個人情報等に次の各号のいずれかに該当する情報（以下「非開示情報」

という。）が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情

報等を開示しなければならない。」と規定している。 

   これに対して、条例第２１条第３号は、非開示情報を、「開示請求者以外

の個人情報又は開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当

該事業に関する情報を除く。）であって、開示請求者以外の特定の個人を識

別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人

の権利利益を害するおそれがあるもの。」と規定している。また、同号但書

では、当該非開示情報のうち、例外的に開示できる情報として、「イ 法令

等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知るこ

とが予定されている情報」、「ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護する

ため、開示することが必要であると認められる情報」及び「ハ 当該個人が

公務員等（国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 号）第２条第１項に規定す

る国家公務員（独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第２条第２

項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等

の役員及び職員並びに地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第２条に規

定する地方公務員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂

行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職

務遂行の内容に係る部分」と規定している。 

 

２ 処分の内容及び理由 

   実施機関は、本件審査請求対象部分は、請求人以外の個人情報であり、条

例２１条第３号但書イ、ロ、及びハいずれにも該当しないとし、本件処分を

行った。 

その理由付記は、以下のとおりである。 

「当該部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を

識別することができるものであり、世田谷区個人情報保護条例（以下「条例」

という。）第２１条第３号（開示請求者以外の個人情報）に該当するため。」 

 

第４ 調査審議における審査関係人の主張の要旨 

１ 請求人の主張の要旨 

請求人が、審査請求書及び陳述書により主張している審査請求の主な理               
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由は、次のとおりに要約される。 

（１）本件審査請求の開示を求めている部分に係る申請書は、請求人又は請求人

の家族が記入した申請書ではなく、正当な申請とはいえない。 

（２）本件申請により請求された戸籍謄本を用いて〇〇によって、〇〇とされて

いる。〇〇を保護することが必要であり、申請書に記載された情報は請求者

以外の個人情報等（条例２１条第３号）ではあるが、人の財産を保護するた

めに開示することが必要であると認められることから、同号但書ロに該当

するため、当該部分は開示されるべきである。 

 

２ 実施機関の主張の要旨 

（１）上記１（１）及び（２）のいずれについても争う。 

（２）実施機関は、請求人の上記１（１）及び（２）の主張に対して、以下のと

おり主張する。 

   戸籍法（昭和２２年法律第２２４号。以下「法」という。）第１０条にお

いては、戸籍謄本等の交付を請求することができる者について、戸籍に記載

されている者等と定めているほか、法第１０条の２で第三者による戸籍謄

本等の交付請求について定めている。同条第１項第１号では自己の権利を

行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要

がある場合、同項第２号では国又は地方公共団体の機関に提出する場合、同

項第３号では前２号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当

な理由がある場合について規定しており、その要件を備えていれば戸籍謄

本等の交付請求ができるとされている。 

実施機関は、戸籍の証明書の交付請求について法で定める要件を満たし

ているかを審査し、法第１０条の３第１項に基づき本人確認を行ったうえ交

付・不交付の決定を適正に行っており、本件処分対象文書に係る交付決定（以

下、「本件交付決定」という。）も同様である。 

   また、条例第２１条第３号では、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場

から、個人のプライバシーを最大限に保護するため、開示請求者以外の特定

の個人が識別できるような情報が記録されている保有個人情報は、非開示

とすることを定めている。例外的に開示できる情報として同号イ、ロ及びハ

において定めがあるが、本件処分においてはいずれにも該当しない。 

以上のことから、本件処分及び本件交付決定は、法及び条例に基づき適正

に行われており、これらには違法又は不当な点は認められず、請求人の主張

には理由がないから、本件審査請求は棄却されるべきである。 
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第５ 論点整理 

（１）本件処分に係る第三者による戸籍謄本の交付請求は、戸籍法第１０条の２

第１項各号に掲げる要件を満たしているか。 

（２）本件開示請求に係る保有個人情報は、条例第２１条第３号但書ロに掲げる

開示情報に該当するか。 

 

第６ 答申の理由 

 １ 認定した事実 

   戸籍謄本等の交付を請求することができる者について、法第１０条にお

いては、戸籍に記載されている者等と定めているほか、法第１０条の２で第

三者による戸籍謄本等の交付請求について定めている。同条第１項各号に

掲げる要件を備えていれば、第三者であっても戸籍謄本等の交付請求をす

ることができる。 

  請求人は、〇〇と主張して、〇〇を提起している。 

 

 ２ 論点に対する判断 

（１）戸籍法第１０条の２第１項該当性について 

  法第１０条の２第１項において、第三者による戸籍謄本等の交付請求につ

いて、第１号では自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸

籍の記載事項を確認する必要がある場合、第２号では国又は地方公共団体の

機関に提出する場合、第３号では前２号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事

項を利用する正当な理由がある場合について規定しており、その要件を備え

ていれば戸籍謄本等の交付請求ができるとされている。 

これを本件交付決定についてみると、申請者は自己の権利を行使し、又は

自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要があるとの申

出のもと戸籍謄本の交付請求を行っており、同項第１号の形式的要件に該当

すると判断される。そして、実施機関は当該形式的要件を充足した申請に対

して本件交付決定を行っていることから、実施機関の事務手続に違法又は不

当な点は見受けられない。 

（２）条例第２１条第３号但書ロ該当性について 

  条例第２１条第３号は、開示請求に係る保有個人情報等に「開示請求者以

外の個人情報等又は開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の

当該事業に関する情報を除く。）であって、開示請求者以外の特定の個人を

識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個

人の権利利益を害するおそれがあるもの」が含まれている場合に「開示請求

者以外の個人情報」として、当該保有個人情報等を非開示とすることを定め
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ている規定である。また、同号但書では、当該非開示情報のうち、「ロ 人

の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると

認められる情報」については、開示することにより保護される利益がプライ

バシーを中心とする個人の正当な権利利益に優越する場合に、例外的に開示

できる情報として規定している。 

  これを本件処分についてみると、本件審査請求対象部分を開示した場合で

あっても、これをもって請求人の財産が保護されるという蓋然性は認めるこ

とはできず、請求人の利益がプライバシーを中心とする個人の正当な権利利

益に優越するとはいえない。従って、実施機関が条例第２１条第３号に該当

することを理由に本件審査請求対象部分を非開示としたことは、妥当である。 

 

第７ まとめ 

以上の点から、「第１ 結論」のように判断する。 
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第８ 審査会の経過 

日  付 審  議  経  過 

令和４年７月２０日 （諮問第１３１号） 

・審査庁（世田谷区長）から諮問を受けた。 

令和４年１１月８日 （令和４年度第７回審査会） 

・事務局から経過概要の説明を受けた。 

令和４年１２月６日 （令和４年度第８回審査会） 

・実施機関から説明を受けた。 

・諮問事項を審査した。 

令和５年２月１４日 （令和４年度第９回審査会） 

・引き続き諮問事項を審査した。 

令和５年２月２８日 （令和４年度第１０回審査会） 

・引き続き諮問事項を審査した。 

令和５年６月２０日 （答申第１３１号） 

・審査庁（世田谷区長）に答申した。 

 

世田谷区行政不服審査会 

会長  牛嶋 仁 

副会長 大林 啓吾 

委員  石田 若菜 

委員  白石 裕美子 

委員  松村 武志 


